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お知らせ 募集

■海上保安官「保大初任科」の募集につ
いて

海上保安庁では、令和９年４月採用の職員（海上
保安官「保大初任科」）を募集します。

受付期間
試験日程
受験資格

２月 19 日（木）～ ３月 23 日（月）
第一次試験：５月 24 日（日）
平成８年４月２日から平成 17 年４月
１日生まれの者で、大学（短期大学
を除く）を卒業した者及び令和９年
３月までに大学を卒業する見込みの
者並びに人事院がこれらの者と同等
の資格があると認める者

■北海道最低賃金の改定について

令和７年 10 月４日から、北海道内の事業場で働く
すべての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、
学生さんなど働くすべての人）及びその使用者に
適用される北海道最低賃金が改定されました。

北海道労働局　☎０１１－７０９－２３１１問

最低賃金額 時間額　1,075 円

詳しい情報は、北海道労働局ホー
ムページをご確認ください。

留意事項
●最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算
入されません。
●最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最
低賃金法違反として処罰されることがあります。
●特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・
でんぷん糖類製造業」「鉄鋼業」「電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具製造業」「船舶製造・修理業、船体ブロック製造
業」）で働く方には、北海道の特定（産業別）最低
賃金が適用されます。

詳しい情報は、海上保安庁
職員採用のホームページを
ご確認ください。

問 稚内海上保安部管理課
☎０１６２－２２－０１１８
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募集
業務内容

候 補 者
の 公 表

注意事項

そ の 他

提 出 先

（１）農地法等によりその権限に属さ
れた事項に関すること
・農地の権利移動および転用の許認
可に関する業務

（２）農地等の利用の最適化の推進に
関すること
・担い手への農地の集積・集約化、
遊休農地の発生防止・解消、新規参
入の促進に関する業務
・上記の目的達成に向けた現地での
調査、指導及びパトロール等

（３）法人化その他農業経営の合理化
に関すること

（４）農業一般に関する調査及び情報
の提供

（５）その他付随する業務（農業委員
会総会出席（年 6 回程度））
推薦を受けた者及び応募した者につ
いては法律により、氏名、年齢、職
業等の情報をホームページ及び掲示
板等にて公開いたします。

（１）提出された書類は返却しません。
（２）推薦または応募に係る経費は、
全て自己負担となります。

（３）届出書に記入された内容に係る
確認を行うため、必要に応じて関係
機関に調査します。
提出された書類をもとに猿払村農業
委員候補者評価委員会において書類
審査等を実施し、その評価結果を参
考に任命予定者を選考の上、議会の
同意を得て任命いたします。
〒 098-6232
猿払村鬼志別西町 172 番地 1
猿払村役場猿払村農業委員会事務局
Tel：01635-2-3134
Fax：01635-2-3812

■猿払村農業委員の募集について

猿払村では、農業に関する識見を有し、農地利用
の最適化の推進、農業委員会の所掌事項を適切に
行うため、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年
法律第 88 号）等に基づき、10 名の農業委員を選
任しています。
つきましては、次期農業委員の候補者を次のとお
り募集いたします。

募集期間

募集人数
任 期

募集方法
及び手続

推薦及び
応募資格

報 酬

令和８年２月 17 日（火）～令和８年
３月 16 日（月）
10 名
令和８年７月 20 日から令和 11 年７
月 19 日まで
推薦又は応募とし、必要書類を猿払村
農業委員会へ提出するものとします。

（１）個人からの推薦にあっては、候
補者推薦届出書（個人用）及び添付
書類、団体等からの推薦にあっては
候補者推薦届出書（団体等用）及び
添付書類

（２）応募する者は、応募届出書及び
添付書類
※各様式については、農業委員会事
務局にご請求いただくか、猿払村ホー
ムページからダウンロードしてご利
用ください。

（１）原則として村内に住所を有する者
（２）村の行政委員会の委員のうち農
業委員の兼職が禁止されていない者

（３）村の職員でない者
※以下の方は推薦及び応募ができま
せん。
・破産手続き開始の決定を受けて復
権を得ない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その
執行を終わるまで又はその執行を受
けることがなくなるまでの者
有（村の規定により支給）

問 猿払村農業委員会事務局
☎０１６３５－２－３１３４

２


